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第 
一 

編 
 

機 

構 
第 
一 

章 

総 

則 

《
名 

称
》 

第 

一 

条 
 

本
連
盟
は
東
京
都
学
生
弓
道
連
盟
と
称
す
る
。 

《
連
盟
の
目
的
》 

第 

二 

条 
 

本
連
盟
は
弓
道
を
通
じ
て
各
大
学
の
親
睦
を
図
り
、
弓
道
の 

研
究
と
そ
の
発
展
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

《
経
過
規
定
・
遡
及
効
》 

第 

三 

条 
 

①
本
連
盟
規
約
施
行
と
同
時
に
昭
和
五
十
年
施
行
の
東
京
都

学
生
弓
道
連
盟
規
約
は
廃
止
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
改
正
後
の
規
約
の
規
定
は
、
改
正
前
に
生
じ
た
事
項
に
も

適
用
す
る
。
但
し
、
改
正
前
の
規
定
に
よ
り
生
じ
た
効
力

を
妨
げ
な
い
。 

 

第 

二 

章 

組 

織 

《
連
盟
の
地
位
・
組
織
》 

第 

四 

条 
 

本
連
盟
は
他
の
全
国
八
地
区
の
学
生
弓
道
連
盟
と
共
に
全
日 

本
学
生
弓
道
連
盟
を
組
織
す
る
。 

 

 

《
連
盟
の
構
成
》 

第 

五 

条 
 

①
本
連
盟
は
都
内
の
加
盟
校
の
弓
道
部
に
よ
り
構
成
す
る
。 

②
本
連
盟
女
子
部
は
都
内
の
加
盟
校
弓
道
部
女
子
部
に
よ
り

構
成
す
る
。 

《
本 

部
》 

第 

六 

条 
 

本
連
盟
の
本
部
は
東
京
都
内
に
置
き
、
東
京
都
千
代
田
区 

飯
田
橋
二
丁
目
一
二―

一
〇
日
高
ビ
ル
二
階
と
す
る
。 

 

第 

三 

章 

事 

業 

《
事 

業
》 

第 

七 

条 
 

本
連
盟
は
第
二
条
の
目
的
遂
行
の
た
め
次
の
事
業
を
行
う
。 

一
、
男
子
リ
ー
グ
戦
・
女
子
リ
ー
グ
戦 

二
、
男
子
新
人
戦
・
女
子
新
人
戦 

三
、
百
射
会 

四
、
記
録
会 

五
、
全
関
東
学
生
弓
道
選
手
権
大
会 

六
、
機
関
誌
『
学
生
弓
友
』
の
発
行 

七
、
そ
の
他
本
連
盟
の
目
的
に
適
す
る
事
業 

   

東

京

都

学

生

弓

道

連

盟

規

約 
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第 

四 

章 

役 

員 
《
役 
員
》 

第 

八 
条 

 

本
連
盟
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

一
、 

会

長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

名 

二
、 

副

会

長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
干
名 

三
、 

名
誉
顧
問 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
干
名 

四
、 
顧 

 

問 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

若
干
名 

五
、 

委 
員 

長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 

名 

六
、 

副
委
員
長 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

一

名 

七
、 

副
委
員
長
（
会
計
） 

 
 
 
 
 
 

一

名 

八
、 

副
委
員
長
（
総
務
） 

 
 
 

 
 
 

一

名 

九
、 

副
委
員
長
（
外
務
） 

 
 
 
 
 
 

一

名 

十
、 

専
任
委
員
（
内
務
） 

 
 
 
 
 
 

一

名 

十
一
、
専
任
委
員
（
会
計
） 

 
 
 
 
 
 

一 

名 
 
 
 
 

十
二
、
専
任
委
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
干
名 

《
選 

出
》 

第 

九 

条 
 

①
会
長
・
副
会
長
は
総
会
の
承
認
を
経
て
こ
れ
を
推
薦
す
る
。 

但
し
、
会
長
・
副
会
長
は
加
盟
大
学
の
Ｏ
Ｂ
と
す
る
。 

②
名
誉
顧
問
・
顧
問
は
総
会
の
承
認
を
経
て
会
長
が
こ
れ
を 

委
託
す
る
。
特
に
本
連
盟
へ
の
功
績
顕
著
な
者
を
名
誉
顧 

問
と
す
る
。 

 
 
 
 

③
委
員
長
・
副
委
員
長
・
専
任
委
員
は
総
会
の
承
認
を
経
て 

  

任
命
さ
れ
る
。 

       

④
役
員
に
事
故
等
が
あ
っ
た
場
合
、
後
任
は
総
会
の
承
認
を 

 

 
 
 
 

 

も
っ
て
推
薦
・
任
命
す
る
。 

《
会
長
・
副
会
長
・
名
誉
顧
問
・
顧
問
》 

第 

十 

条 
 

①
会
長
は
本
連
盟
を
代
表
す
る
。
副
会
長
は
会
長
に
事
故
が 

あ
る
と
き
会
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
名
誉
顧
問
・
顧
問
は
連
盟
の
運
営
の
円
滑
化
の
た
め
助
力

に
あ
た
る
。 

《
委
員
長
・
副
委
員
長
》 

第 

十
一 

条 
 

委
員
長
は
本
連
盟
の
業
務
を
総
理
す
る
。
副
委
員
長
は
委 

員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
委
員
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

《
専
任
委
員
》 

第 

十
二 

条 
 

専
任
委
員
は
本
連
盟
の
業
務
を
補
佐
す
る
。 

《
任 

期
》 

第 

十
三 

条 
 

①
会
長
・
副
会
長
・
名
誉
顧
問
・
顧
問
の
任
期
は
九
月
一
日
よ 

り
翌
々
年
の
八
月
三
十
一
日
の
二
年
間
と
す
る
。
但
し
、
再 

選
を
妨
げ
な
い
。 

②
委
員
長
・
副
委
員
長
・
専
任
委
員
の
任
期
は
九
月
一
日
よ

り
翌
年
の
八
月
三
十
一
日
の
一
年
間
と
す
る
。 

③
補
欠
に
よ
っ
て
役
員
に
な
っ
た
者
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
余
期
間
と
す
る
。 

《
更
迭
条
項
》 

第 

十
四 
条 

 

①
更
迭
は
、
連
盟
役
員
又
は
加
盟
校
の
過
半
数
の
要
求
が
あ



3 

 

 
 

っ
た
場
合
に
発
議
さ
れ
、
委
員
長
は
臨
時
総
会
を
招
集
し

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

 
 
 
 

②
臨
時
総
会
に
お
い
て
更
迭
を
決
議
す
る
場
合
、
連
盟
役
員

 
 

の
過
半
数
並
び
に
総
会
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
も
っ

 
 

て
当
該
役
員
を
更
迭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第 

五 

章 
会 

議 

《
会
議
の
種
類
》 

第 

十
五 

条 
 

本
連
盟
の
会
議
は
、
総
会
・
研
修
会
・
委
員
会
と
す
る
。 

《
総
会
の
地
位
》 

第 

十
六 

条 
 

①
総
会
は
本
連
盟
に
お
け
る
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
主
将
ま
た
は
主
務
等
の
加
盟
校
代
表
者
の
会
議
を
以
て
総

会
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

《
定
時
総
会
》 

第 

十
七 

条 
 

①
定
時
総
会
は
年
一
回
、
九
月
の
リ
ー
グ
戦
開
始
一
ヵ
月
前

を
目
安
に
開
く
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
定
時
総
会
の
招
集
は
会
長
が
行
い
、
委
員
長
が
議
長
と
な

る
。 

《
臨
時
総
会
》 

第 

十
八 

条 
 

①
臨
時
総
会
は
、
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
開
く
こ
と

が
出
来
る
。
但
し
臨
時
総
会
の
招
集
は
委
員
長
が
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
加
盟
校
の
過
半
数
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
委
員
長
は
臨

時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

《
定
足
数
》 

第 

十
九 

条 
 

総
会
は
加
盟
校
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
、
ま
た
は
委
任
状

の
提
出
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
開
く
こ
と
が
出
来
な
い
。 

《
決
議
の
内
容
》 

第 

二
十 

条 
 

総
会
で
は
次
の
事
項
を
決
議
す
る
。 

一
、
規
約
の
変
更 

二
、
毎
事
業
年
度
の
事
業
計
画 

三
、
収
支
予
算
、
事
業
報
告
並
び
に
収
支
決
算 

四
、
連
盟
費
並
び
に
そ
の
他
分
担
金
の
徴
収
方
法 

五
、
そ
の
他
重
要
事
項 

《
議
決
権
の
行
使
》 

第
二
十
一
条 

 

総
会
の
議
決
権
は
各
大
学
一
票
と
し
、
各
大
学
の
代
表
者
一

名
が
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

《
議
決
の
方
法
》 

第
二
十
二
条 

 

総
会
の
議
決
は
加
盟
校
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
議
し
、
可
否

同
数
の
場
合
は
議
長
に
一
任
す
る
。
但
し
、
本
規
約
の
改
正

は
第
二
十
三
条
、
議
決
を
要
す
る
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
は
第

二
十
八
条
に
準
ず
る
。 

《
規
約
の
改
定
》 

第
二
十
三
条 

 

本
規
約
の
改
正
は
、
総
会
に
お
い
て
出
席
校
の
三
分
の
二
以

上
の
議
決
を
必
要
と
す
る
。 
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《
学
生
合
同
研
修
会
》 

第
二
十
四
条 

 

学
生
合
同
研
修
会
は
、
加
盟
校
間
の
親
睦
を
図
る
た
め
、
年

一
回
十
二
月
に
行
う
。
な
お
、
こ
の
研
修
会
は
総
会
と
し
て

の
性
質
も
併
せ
持
つ
。 

《
委
員
会
》 

第
二
十
五
条 

 
委
員
会
は
、
本
連
盟
主
催
の
公
式
試
合
、
ま
た
は
そ
の
他
の

事
業
に
お
け
る
連
絡
事
項
伝
達
の
た
め
に
行
う
。 

 

第 

六 

章 

加
盟
・
脱
退
・
懲
戒 

《
本
連
盟
へ
の
加
盟
》 

第
二
十
六
条 

 

本
連
盟
へ
の
加
盟
を
希
望
す
る
大
学
は
、
東
京
都
学
生
弓
道

連
盟
宛
に
書
面
を
も
っ
て
申
込
み
、
総
会
に
お
い
て
加
盟
校

の
過
半
数
の
議
決
を
も
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。

な
お
本
連
盟
女
子
部
へ
加
盟
す
る
場
合
も
同
様
と
し
、
加
盟

校
の
過
半
数
の
議
決
を
必
要
と
す
る
。 

《
本
連
盟
か
ら
の
脱
退
》 

第
二
十
七
条 

 

本
連
盟
か
ら
の
脱
退
を
希
望
す
る
大
学
に
つ
い
て
、
本
連
盟

は
脱
退
の
理
由
が
正
当
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
許
可

す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

《
懲
戒
処
分
》 

第
二
十
八
条 

 

①
加
盟
校
が
本
連
盟
の
目
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
不
都
合
な
行
為

ま
た
は
本
連
盟
の
信
用
も
し
く
は
名
誉
を
損
な
う
お
そ
れ 

の
あ
る
行
為
を
し
た
場
合
、
本
連
盟
は
こ
れ
を
懲
戒
す
る

こ
と
が
出
来
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
懲
戒
は
次
の
方
法
で
行
う
。 

一
、
始
末
書
提
出 

二
、
正
当
な
理
由
抜
き
に 

イ
、
締
め
切
り
日
に
遅
れ
た
場
合
、
始
末
書
提
出
と

す
る
。
そ
れ
で
も
改
善
が
見
ら
れ
な
け
れ
ば
三

千
円
罰
金
を
徴
収
す
る
。 

ロ
、
試
合
等
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
き
た
し
た
場

合
は
、
始
末
書
に
加
え
、
及
ぼ
し
た
支
障
の
程

度
等
に
基
づ
き
五
千
円
～
二
万
円
罰
金
を
徴
収

す
る
。 

三
、
本
連
盟
主
催
大
会
・
試
合
へ
の
一
定
期
間
出
場
停
止 

四
、
本
連
盟
主
催
大
会
・
試
合
へ
の
一
カ
月
出
場
停
止 

五
、
本
連
盟
主
催
大
会
・
試
合
へ
の
無
期
限
出
場
停
止 

 
 
 
 
 
 
 

③
始
末
書
の
提
出
は
本
連
盟
の
権
限
に
お
い
て
こ
れ
を
要
請 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

④
出
場
停
止
処
分
を
す
る
場
合
、
総
会
に
お
い
て
加
盟
校
の

三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
必
要
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

⑤
無
期
限
出
場
停
止
の
大
学
が
復
帰
す
る
場
合
、
総
会
に
お

い
て
加
盟
校
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
必
要
と
す
る
。 
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第 

七 

章 

会 

計 
《
会
計
年
度
》 

第
二
十
九
条 

 

本
連
盟
の
会
計
年
度
は
毎
年
九
月
一
日
よ
り
始
ま
り
、
翌
年

八
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
。 

《
会
計
担
当
者
》 

第 

三
十 

条 
 

本
連
盟
の
会
計
事
務
は
会
計
が
こ
れ
を
行
う
。 

《
会
計
報
告
》 

第
三
十
一
条 

 

会
計
は
会
計
簿
を
作
成
し
て
、
常
に
会
計
状
態
を
明
ら
か
に

し
、
定
時
総
会
に
お
い
て
会
計
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

《
財 

源
》 

第
三
十
二
条 

 

本
連
盟
の
経
費
は
、
次
の
収
入
を
以
て
財
源
と
す
る
。 

一
、
加
盟
校
の
連
盟
費
・
部
員
登
録
費 

二
、
加
盟
校
の
大
会
参
加
費 

三
、
援
助
金
・
負
担
金 

四
、
寄
付
金
・
そ
の
他 

《
納
入
期
日
・
罰
則
金
》 

第
三
十
三
条 

 

①
前
条
に
関
す
る
連
盟
費
等
は
、
本
連
盟
が
指
定
す
る
日
時

ま
で
に
納
入
す
る
こ
と
を
要
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
正
当
な
理
由
な
く
し
て
納
入
期
日
を
過
ぎ
た
場
合
、
罰
則

金
を
科
す
。
罰
則
金
は
五
千
円
と
す
る
。 

 

《
細
則
へ
の
委
任
》 

第
三
十
四
条 

 

そ
の
他
会
計
に
関
す
る
事
項
は
細
則
に
よ
っ
て
定
め
る
。 
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第 

二 

編 
 

競 

技 

規 

則 

第 
八 

章 

審 

判 

規 

定 

《
競
技
審
判
規
定
に
つ
い
て
》 

第
三
十
五
条 

 
本
連
盟
主
催
の
公
式
試
合
に
お
け
る
競
技
審
判
規
定
は
、
本

連
盟
指
定
の
規
定
に
依
る
。
ま
た
特
に
指
定
の
無
い
場
合
本

連
盟
の
公
式
試
合
に
お
い
て
は
矢
声
を
禁
止
し
な
い
も
の
と

す
る
。 

《
審
判
判
定
》 

第
三
十
六
条 

 

①
審
判
判
定
は
本
連
盟
規
約
及
び
全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
規

約
に
基
づ
い
て
行
う
。 

②
本
連
盟
規
約
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
競
技
規
定
は
、
全
日

本
学
生
弓
道
連
盟
規
約
を
適
用
す
る
。 

③
審
判
判
定
は
絶
対
と
す
る
。 

《
的
中
規
定
》 

第
三
十
七
条 

 

①
次
の
各
号
に
該
当
す
る
矢
は
的
中
と
す
る
。 

一
、
矢
が
的
輪
の
中
で
、
的
枠
内
に
入
っ
た
場
合
。
但

し
、
矢
が
折
れ
た
場
合
、
ま
た
は
筈
が
飛
ん
だ
場
合

も
的
中
と
す
る
。 

二
、
矢
が
的
を
射
抜
い
て
垜
に
入
り
、
的
面
に
見
え
な
い

場
合
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

三
、
矢
が
的
枠
の
合
わ
せ
目
に
中
っ
た
場
合
。 

四
、
矢
が
的
に
中
り
、
的
が
垜
か
ら
転
落
し
た
が
、
矢
は

的
に
付
い
た
ま
ま
で
あ
る
場
合
。 

五
、
矢
が
別
の
矢
の
筈
を
射
て
中
っ
た
場
合
。
但
し
、
そ

の
筈
が
的
枠
の
内
側
に
あ
る
か
外
側
に
あ
る
の
か
は

問
わ
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

六
、
的
枠
を
内
側
か
ら
外
側
に
射
抜
い
た
場
合
。 

②
次
の
各
号
に
該
当
す
る
矢
は
外
れ
と
す
る
。 

一
、
候
串
に
中
っ
た
場
合
。 

二
、
矢
が
掃
き
中
り
し
た
場
合
。 

三
、
矢
が
的
ま
た
は
的
枠
に
中
っ
て
飛
び
返
っ
た
場
合
。 

四
、
矢
は
的
に
中
っ
た
が
、
的
が
垜
か
ら
転
落
し
、
矢
が

的
か
ら
離
れ
た
場
合
。 

五
、
矢
が
別
の
矢
を
射
て
外
れ
た
場
合
。 

六
、
的
枠
を
外
側
か
ら
内
側
に
射
抜
い
た
場
合
。 

七
、
本
条
第
一
項
に
該
当
し
な
い
場
合
。 

③
行
射
終
了
後
、
的
中
確
認
を
す
る
前
に
矢
ま
た
は
的
に
接

触
し
た
場
合
、
そ
の
的
全
て
の
矢
を
外
れ
と
す
る
。
そ
の

際
、
接
触
行
為
の
有
無
に
関
す
る
判
断
は
審
判
が
行
う
。

な
お
、
的
中
判
定
が
困
難
な
場
合
は
、
本
連
盟
の
判
断
に

よ
り
的
に
触
れ
る
こ
と
を
認
め
る
。 

④
的
直
し
等
に
お
い
て
も
的
中
確
認
を
要
す
る
。
但
し
以
下

の
場
合
は
的
中
確
認
の
必
要
は
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
、
行
射
前
に
的
直
し
等
を
行
う
場
合
。 
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二
、
失
矢
、
空
筈
等
で
道
場
内
に
矢
が
残
っ
た
場
合
。
そ

の
際
、
そ
の
矢
の
み
外
れ
と
す
る
。
該
当
す
る
矢
は

安
全
確
認
を
し
た
上
で
、
選
手
自
身
の
判
断
で
処
理

し
て
よ
い
。 

⑤
的
中
確
認
後
は
必
ず
当
該
的
の
全
て
の
矢
を
取
る
こ
と
と

す
る
。 

《
細
則
へ
の
委
任
》 

第
三
十
八
条 

 

そ
の
他
審
判
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は
細
則
に
よ
っ
て
定
め

る
。 

 

第 

九 

章 

競 

技 

規 
定 

第
一
節 

総 
 

則 

第
一
款 

競 
 

技 

《
競
技
期
日
・
方
法
の
決
定
》 

第
三
十
九
条 

 

競
技
期
日
及
び
方
法
は
、
本
連
盟
よ
り
加
盟
大
学
に
通
達
す

る
。
な
お
、
競
技
方
法
を
変
更
す
る
際
は
総
会
に
お
い
て
決

定
す
る
。 

《
競
技
期
日
の
延
期
》 

第 

四
十 

条 
 

原
則
と
し
て
競
技
の
延
期
・
繰
り
上
げ
・
中
止
は
こ
れ
を
認

め
な
い
。
但
し
試
合
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
場
合
は
委
員
長

の
判
断
に
よ
り
こ
れ
を
認
め
る
。 

《
出
場
資
格
》 

第
四
十
一
条 

 

①
選
手
の
出
場
資
格
は
、
当
該
大
学
に
在
学
し
、
本
連
盟
に

部
員
登
録
し
た
者
の
み
こ
れ
を
有
す
る
。 

②
出
場
資
格
は
、
当
該
大
学
通
常
在
籍
期
間
中
と
し
、
留
年

に
よ
り
通
常
在
籍
期
間
を
超
え
る
者
の
出
場
資
格
は
こ
れ

を
認
め
な
い
。
但
し
休
学
は
そ
の
限
り
で
な
い
。（
普
通

大
四
年
、
短
大
二
年
、
医
系
大
六
年
、
五
年
制
の
夜
間
大

学
五
年
） 

 
 
 
 
 
 
 

③
本
連
盟
へ
の
部
員
登
録
は
全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
へ
の
部

員
登
録
を
以
て
行
い
、
全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
の
定
め
る

期
日
に
行
う
。
但
し
、
追
加
部
員
登
録
は
随
時
認
め
る
。 

《
弓
具
の
規
制
》 

第
四
十
二
条 

 

本
連
盟
の
主
催
す
る
全
て
の
競
技
は
、
日
本
弓
を
以
て
行

う
。 

《
的
の
規
制
》 

第
四
十
三
条 

 

①
的
は
枠
の
深
さ
九
セ
ン
チ
と
し
、
三
六
セ
ン
チ
の
星
的
に

し
て
星
は
一
二
セ
ン
チ
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
的
の
位
置
は
各
大
学
及
び
試
合
会
場
の
定
め
る
高
さ
に
し

て
距
離
は
射
位
よ
り
的
の
中
心
ま
で
二
八
メ
ー
ト
ル
と

し
、
候
串
を
使
用
し
て
固
定
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
本
連
盟
の
主
催
す
る
全
て
の
競
技
は
、
原
則
と
し
て
紙
的

を
以
て
行
う
。 
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《
細
則
へ
の
委
任
》 

第
四
十
四
条 

 

そ
の
他
競
技
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は
、
細
則
に
よ
っ
て
定

め
る
。 

 
第
二
款 

行 
 

射 

《
引
き
直
し
の
規
則
》 

第
四
十
五
条 

 

①
打
起
し
を
開
始
し
た
以
降
の
引
き
直
し
は
こ
れ
を
認
め
な

い
。
但
し
、
試
合
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
場
合
を
除
く
。

な
お
、
試
合
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
場
合
と
は
突
発
的
な

災
害
や
事
故
及
び
危
険
な
場
合
で
あ
り
、
引
き
直
し
に
該

当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
審
判
が
行
う
。 

②
打
起
し
の
基
準
は
、
本
弭
が
膝
頭
か
ら
離
れ
た
瞬
間
と
す

る
。 

③
当
該
校
が
引
き
直
し
を
主
張
で
き
る
の
は
当
該
選
手
が
次

の
矢
の
打
起
し
を
行
う
ま
で
と
す
る
。
但
し
、
最
終
矢
に

関
し
て
は
、
的
中
確
認
ま
で
主
張
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

《
監
督
・
介
添
の
指
導
》 

第
四
十
六
条 

 

①
選
手
が
射
位
に
い
る
と
き
監
督
・
介
添
・
観
客
・
選
手
間

で
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一
、
選
手
の
体
に
触
れ
て
指
導
す
る
こ
と
。 

二
、
選
手
の
狙
い
を
見
て
伝
え
る
こ
と
。 

三
、
射
位
よ
り
前
に
出
る
こ
と
。 

四
、
選
手
が
審
判
の
死
角
と
な
る
位
置
に
出
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
前
項
第
一
号
、
前
項
第
二
号
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
当

該
行
為
以
降
の
該
当
選
手
の
全
て
の
矢
を
外
れ
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
審
判
が
必
要
と
認
め
た
場
合
、
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す

る
行
為
を
許
可
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

④
本
座
線
を
越
え
て
選
手
を
指
導
で
き
る
介
添
は
、
各
立
に

つ
き
一
名
の
み
と
す
る
。
二
人
以
上
が
本
座
線
を
越
え
て

指
導
し
た
場
合
、
二
人
目
以
降
が
指
導
し
た
以
降
の
該
当

選
手
の
全
て
の
矢
を
外
れ
と
す
る
。 

《
矢
返
し
の
禁
止
》 

第
四
十
七
条 

 

原
則
と
し
て
立
中
の
矢
返
し
は
認
め
な
い
。 

《
細
則
へ
の
委
任
》 

第
四
十
八
条 

 

そ
の
他
行
射
に
関
す
る
事
項
は
、
細
則
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

 

第
二
節 

男
子
リ
ー
グ
戦
規
定 

《
開
催
期
日
及
び
開
催
期
間
》 

第
四
十
九
条 

 

男
子
リ
ー
グ
戦
は
年
一
回
秋
に
行
う
。
ま
た
、
男
子
リ
ー
グ

戦
期
間
は
第
一
週
の
試
合
日
の
前
日
か
ら
、
最
終
試
合
日
ま

で
と
す
る
。
な
お
、
開
催
期
間
の
開
始
日
な
ら
び
に
最
終
日

は
男
子
リ
ー
グ
戦
な
ら
び
に
女
子
リ
ー
グ
戦
で
同
一
と
し
、

開
始
日
に
関
し
て
は
日
程
的
に
早
い
方
、
最
終
日
に
関
し
て

は
日
程
的
に
遅
い
方
と
す
る
。 
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《
勝
敗
の
決
定
》 

第 
五
十 

条 
 

勝
敗
は
的
中
数
の
多
少
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

《
団
体
競
技
に
お
け
る
勝
敗
の
決
定
》 

第
五
十
一
条 

 

①
的
中
同
数
の
場
合
、
各
選
手
が
一
手
競
射
を
行
い
勝
敗
を

決
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
前
項
に
よ
っ
て
も
な
お
勝
敗
が
決
ま
ら
な
い
場
合
は
、
以

後
各
選
手
が
一
本
競
射
を
勝
敗
が
決
ま
る
ま
で
続
行
す

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
競
射
の
先
攻
・
後
攻
は
、
第
六
十
三
条
第
二
項
に
準
ず

る
。 

《
参
加
資
格
》 

第
五
十
二
条 

 

参
加
資
格
は
本
連
盟
に
加
盟
す
る
大
学
の
み
有
す
る
。 

《
出
場
資
格
》 

第
五
十
三
条 

 

①
出
場
資
格
に
つ
い
て
は
第
四
十
一
条
に
準
ず
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
出
場
資
格
の
な
い
選
手
が
出
場
し
た
場
合
、
当
該
選
手
の

矢
は
全
て
外
れ
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
男
子
リ
ー
グ
戦
に
参
加
す
る
部
員
は
定
時
総
会
の
前
日
迄

に
部
員
登
録
を
完
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

《
男
子
リ
ー
グ
戦
と
女
子
リ
ー
グ
戦
と
の
区
分
》 

第
五
十
四
条 
 

以
下
の
場
合
、
女
子
部
員
は
男
子
リ
ー
グ
戦
出
場
を
一
試
合

三
名
ま
で
認
め
る
。
但
し
、
男
子
リ
ー
グ
戦
に
登
録
し
た
女

子
部
員
は
女
子
リ
ー
グ
戦
へ
の
登
録
を
認
め
な
い
。
ま
た
男

子
リ
ー
グ
戦
に
出
場
し
た
女
子
部
員
は
伊
勢
大
会
へ
の
出
場

資
格
は
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
制
度
の
適
用
申
請
は
そ
の

年
の
定
時
総
会
ま
で
と
す
る
。  

①
本
連
盟
女
子
部
に
加
盟
し
て
い
な
い
大
学  

②
男
子
部
員
が
八
人
未
満
の
大
学 

③
女
子
部
員
が
四
人
未
満
の
大
学 

《
リ
ー
グ
編
成
》 

第
五
十
五
条 

 

①
加
盟
校
は
Ⅰ
部
・
Ⅱ
部
・
Ⅲ
部
・
Ⅳ
部
・
Ⅴ
部
に
分
類

し
、
Ⅲ
部
は
Ａ
・
Ｂ
に
分
割
、
Ⅳ
部
・
Ⅴ
部
は
Ａ
・
Ｂ
・

Ｃ
に
分
割
す
る
。
な
お
原
則
と
し
て
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
つ
き

五
大
学
と
す
る
。 

②
加
盟
校
は
男
子
リ
ー
グ
戦
不
出
場
を
本
連
盟
に
連
絡
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
不
出
場
を
連
絡
し
た
大
学
は
入
替
戦
に

進
む
。
不
出
場
を
連
絡
し
た
大
学
は
入
替
戦
棄
権
と
な

る
。
た
だ
し
、
リ
ー
グ
内
の
最
下
部
校
が
不
出
場
を
本
連

盟
に
連
絡
し
た
場
合
は
、
入
替
戦
に
進
ま
ず
最
下
部
最
下

位
と
す
る
。 

③
新
規
加
盟
し
た
大
学
及
び
男
子
リ
ー
グ
戦
に
二
年
連
続
不

出
場
し
た
大
学
は
最
下
部
最
下
位
と
す
る
。 

④
加
盟
校
の
不
出
場
に
よ
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
の
参
加
校
数

に
他
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
二
校
以
上
の
差
が
生
じ
た
場
合
、
当

該
校
の
代
表
者
を
招
集
し
、
再
度
ブ
ロ
ッ
ク
抽
選
を
行

う
。 

⑤
前
項
に
当
て
は
ま
ら
な
い
且
つ
、
同
一
リ
ー
グ
内
で
三
試
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合
に
満
た
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
当
該

校
の
代
表
者
を
招
集
し
、
リ
ー
グ
内
で
試
合
数
が
最
大
化

で
き
る
よ
う
に
再
度
ブ
ロ
ッ
ク
抽
選
を
行
う
。 

《
ブ
ロ
ッ
ク
分
け
抽
選
会
》 

第
五
十
六
条 

 
①
加
盟
校
の
所
属
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
学
生
弓
道
合
同
研
修 

会
に
お
け
る
抽
選
会
に
よ
っ
て
毎
年
決
定
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
抽
選
方
法
は
以
下
と
す
る
。
ま
ず
、
Ａ
Ｂ(

Ｃ)

と
書
か
れ 

た
く
じ
を
一
本
ず
つ
用
意
す
る
。
次
に
、
本
連
盟
第
六
十 

九
条
に
基
づ
い
て
決
定
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
内
順
位
が
同
順
位 

の
大
学
同
士
で
、
前
述
の
く
じ
を
ひ
く
。
引
い
た
く
じ
に 

記
載
さ
れ
て
い
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
そ
の
大
学
の
所
属 

す
る
ブ
ロ
ッ
ク
と
な
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
入
替
戦
の
結
果
、
昇
格
・
降
格
し
た
大
学
が
い
る
場
合
、 

そ
の
大
学
の
抽
選
時
順
位
は
、
本
連
盟
規
約
第
六
十
九
条 

お
よ
び
第
七
十
一
条
を
参
照
し
決
定
す
る
。 

④
第
五
十
五
条
に
基
づ
い
て
再
抽
選
を
行
う
場
合
の
抽
選
順 

位
の
決
定
方
法
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ブ
ロ
ッ
ク
内
の
順
位
を
昇
順
に
並
べ
て
統
合
後
の
ブ
ロ
ッ

ク
数
に
合
う
よ
う
に
抽
選
順
位
を
決
定
す
る
。
そ
の
際
、

同
率
順
位
に
な
る
大
学
が
統
合
後
の
ブ
ロ
ッ
ク
数
を
上
回

る
場
合
は
的
中
率
の
高
い
方
を
上
位
と
す
る
。
但
し
、
的

中
率
も
同
率
の
場
合
は
前
年
度
の
順
位
が
高
い
方
を
上
位

と
す
る
。
な
お
、
抽
選
方
法
は
本
条
第
二
項
を
参
照
し
て

行
う
。 

《
競
技
方
式
》 

第
五
十
七
条 

 

競
技
は
リ
ー
グ
方
式
に
よ
る
総
当
た
り
制
と
す
る
。 

《
試
合
方
式
》 

第
五
十
八
条 

 

①
出
場
選
手
の
定
員
は
四
人
二
立
の
計
八
名
と
す
る
。
但

し
、
出
場
選
手
が
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
六
名
ま
た
は

七
名
で
試
合
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。 

②
矢
数
は
一
選
手
一
立
四
射
で
二
〇
射
し
、
一
大
学
一
六
〇

射
と
す
る
。 

③
一
立
四
人
順
立
と
す
る
。 

④
一
立
ご
と
に
先
攻
は
入
れ
替
わ
る
も
の
と
す
る
。 

《
試
合
会
場
》 

第
五
十
九
条 

 

①
試
合
は
原
則
と
し
て
第
三
者
の
大
学
の
道
場
を
使
用
す

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
道
場
の
貸
し
出
し
が
不
足
し
て
い
る
場
合
や
、
他
大
学
の

道
場
に
立
ち
入
れ
な
い
等
、
第
三
者
の
大
学
の
道
場
を
使

用
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
は
自
大
学
の
道
場
で
試
合

を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
自
大
学
に
道
場
が
な
い
場
合
、
ま
た
は
使
用
で
き
な
い
場

合
は
学
外
の
道
場
を
使
用
す
る
。 

《
対
戦
校
の
集
合
時
間
に
つ
い
て
》 

第 
六
十 

条 
 

原
則
下
位
校
は
附
矢
開
始
三
十
五
分
前
、
上
位
校
は
附
矢
開

始
三
十
分
前
を
目
安
に
会
場
に
到
着
す
る
こ
と
。
但
し
両
校
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の
間
に
合
意
が
あ
る
場
合
は
そ
の
限
り
と
し
な
い
。 

《
立 

合
》 

第
六
十
一
条 

 

①
立
合
は
本
連
盟
が
第
三
者
を
以
て
こ
れ
を
定
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 

②
立
合
は
主
審
・
副
審
を
以
て
構
成
し
、
同
時
に
審
判
に
あ

た
る
。 

③
立
合
は
附
矢
三
十
五
分
前
ま
で
に
試
合
会
場
に
到
着
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

《
立
合
に
対
す
る
懲
戒
》 

第
六
十
二
条 

 

立
合
に
不
都
合
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
本
連
盟
は
試
合
当

事
校
・
立
合
の
双
方
か
ら
事
実
確
認
の
上
、
第
二
十
八
条
に

基
づ
い
て
立
合
校
に
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。 

《
先
攻
・
後
攻
の
決
定
》 

第
六
十
三
条 

 

①
試
合
の
先
攻
・
後
攻
は
、
矢
振
り
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

 
 

②
競
射
の
先
攻
・
後
攻
は
、
試
合
の
先
攻
・
後
攻
に
準
ず 

る
。 

《
選
手
の
通
知
》 

第
六
十
四
条 

 

①
各
大
学
は
試
合
開
始
前
に
当
日
の
試
合
に
出
場
す
る
選
手

八
名
と
控
え
四
名
の
部
員
番
号
を
立
合
及
び
相
手
校
に
書

面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
知
な
く
本
座
線
を

越
え
て
入
場
し
た
場
合
、
当
該
選
手
の
矢
を
全
て
外
れ
と

す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
選
手
交
代
の
通
知
に
つ
い
て
は
第
六
十
六
条
に
準
ず
る
。 

 

《
選
手
交
代
》 

第
六
十
五
条 

 

①
試
合
中
の
選
手
交
代
は
、
五
射
目
以
降
認
め
る
。 

②
立
の
途
中
で
の
選
手
交
代
は
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
選
手
交
代
で
は
立
順
の
変
更
は
認
め
な
い
。
ま
た
自
立
か

ら
他
の
立
へ
の
移
動
も
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

④
選
手
交
代
後
の
再
出
場
は
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

⑤
競
射
に
お
け
る
選
手
交
代
は
、
各
立
に
こ
れ
を
認
め
る
。 

《
選
手
交
代
の
通
知
》 

第
六
十
六
条 

 

選
手
交
代
す
る
時
に
は
、
当
該
す
る
立
が
本
座
線
を
越
え
て

入
場
す
る
前
に
立
合
及
び
相
手
校
に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
通
知
な
く
交
代
選
手
が
本
座
線
を
越
え
て
入

場
し
た
場
合
、
当
該
選
手
の
矢
を
全
て
外
れ
と
す
る
。 

《
棄 

権
》 

第
六
十
七
条 

 

①
出
場
校
が
棄
権
し
た
場
合
、
相
手
校
の
勝
利
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
、
立
合
は
相
手
校
と
協
議
の

上
、
当
該
大
学
を
棄
権
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
な

お
、
棄
権
の
最
終
決
定
は
本
連
盟
が
行
う
。 

一
、
試
合
当
日
無
断
欠
席
し
た
場
合
。 

二
、
試
合
開
始
時
刻
に
無
断
ま
た
は
正
当
な
理
由
な
く
し

て
遅
刻
し
た
場
合
。 

三
、
出
場
選
手
が
選
手
定
員
に
満
た
な
い
場
合
。 

③
正
当
な
理
由
な
く
棄
権
し
た
場
合
、
本
連
盟
は
第
二
十
八

条
に
基
づ
き
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。 
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④
本
規
約
で
は
大
会
参
加
フ
ォ
ー
ム
に
「
不
出
場
」
と
回
答

し
た
大
学
を
「
不
出
場
」
、
大
会
参
加
登
録
フ
ォ
ー
ム
に

「
出
場
」
と
回
答
し
た
が
、
試
合
に
出
場
し
な
い
大
学
を

「
棄
権
」
と
定
義
す
る
。 

《
追
い
越
し
発
射
》 

第
六
十
八
条 

 
前
の
選
手
を
追
い
越
し
て
離
し
た
場
合
、
追
い
越
し
た
選
手

の
矢
を
外
れ
と
す
る
。
な
お
基
準
は
離
れ
と
す
る
。 

《
順
位
決
定
》 

第
六
十
九
条 

 

各
リ
ー
グ
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
順
位
は
勝
数
に
よ
っ
て
決
定
す

る
。
但
し
優
勝
・
最
下
位
以
外
の
順
位
で
勝
数
が
同
じ
で
あ

る
場
合
、
的
中
率
の
多
少
に
よ
っ
て
順
位
を
決
定
す
る
。
的

中
率
も
同
じ
で
あ
る
場
合
は
前
年
度
の
順
位
に
よ
っ
て
決
定

す
る
。 

《
順
位
決
定
戦
》 

第 

七
十 

条 
 

①
優
勝
・
最
下
位
に
お
い
て
勝
数
が
同
じ
で
あ
る
場
合
、
順

位
決
定
戦
を
行
う
。
但
し
最
下
部
の
最
下
位
に
つ
い
て
は

順
位
決
定
戦
を
行
わ
な
い
。 

②
三
校
以
上
に
よ
る
順
位
決
定
戦
が
行
わ
れ
た
場
合
の
順
位

は
、
す
べ
て
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

《
入
替
戦
》 

第
七
十
一
条 

 

①
各
部
間
で
入
替
戦
を
行
う
。 

②
入
替
戦
に
勝
利
し
た
下
位
校
は
上
位
リ
ー
グ
へ
昇
格
と
す

る
。 

③
入
替
戦
に
敗
北
し
た
上
位
校
は
下
位
リ
ー
グ
へ
降
格
と
す

る
。 

④
②
に
よ
り
昇
格
し
た
大
学
の
昇
格
後
の
リ
ー
グ
内
で
の
順

位
は
、
前
年
度
か
ら
同
リ
ー
グ
に
所
属
し
て
い
た
大
学
よ

り
も
上
位
に
な
ら
ぬ
よ
う
調
整
す
る
。 

⑤
前
項
に
よ
っ
て
順
位
を
調
整
し
た
結
果
、
前
年
度
よ
り
同

リ
ー
グ
に
所
属
し
て
い
た
大
学
間
で
順
位
の
変
動
が
起
こ

り
う
る
場
合
は
的
中
率
に
よ
り
順
位
を
決
定
す
る
。 

⑥
②
に
よ
り
昇
格
し
た
大
学
が
複
数
あ
る
場
合
、
当
該
大
学

間
の
順
位
に
つ
い
て
は
、
的
中
率
の
多
少
に
よ
り
決
定
す

る
。 

⑦
③
に
よ
り
降
格
し
た
大
学
の
降
格
後
の
リ
ー
グ
内
で
の
順

位
は
、
前
年
度
か
ら
同
リ
ー
グ
に
所
属
し
て
い
た
大
学
よ

り
も
下
位
に
な
ら
ぬ
よ
う
調
整
す
る
。 

⑧
前
項
に
よ
っ
て
順
位
を
調
整
し
た
結
果
、
前
年
度
よ
り
同

リ
ー
グ
に
所
属
し
て
い
た
大
学
間
で
順
位
の
変
動
が
起
こ

り
る
場
合
は
的
中
率
に
よ
り
順
位
を
決
定
す
る
。 

⑨
③
に
よ
り
降
格
し
た
大
学
が
複
数
あ
る
場
合
、
当
該
大
学

間
の
順
位
に
つ
い
て
は
、
的
中
率
の
多
少
に
よ
り
決
定
す

る
。 

《
順
位
決
定
戦
・
入
替
戦
の
方
式
》 

第
七
十
二
条 

 

順
位
決
定
戦
・
入
替
戦
は
リ
ー
グ
戦
と
同
様
の
方
式
に
従

う
。
但
し
三
校
に
よ
る
試
合
の
場
合
は
、
八
人
三
立
と
し
、
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矢
振
り
に
よ
っ
て
先
攻
・
中
攻
・
後
攻
を
決
定
す
る
。
ま

た
、
五
校
に
よ
る
試
合
の
場
合
は
、
八
人
五
立
と
し
、
矢
振

り
に
よ
っ
て
先
攻
・
先
中
攻
・
中
攻
・
後
中
攻
・
後
攻
を
決

定
す
る
。 

《
出
場
校
的
中
率
》 

第
七
十
三
条 

 
出
場
校
的
中
率
は
、
該
当
の
大
学
が
出
場
し
た
試
合
の
総
射

数
で
総
的
中
数
を
除
し
、
算
出
す
る
。
そ
の
時
、
棄
権
に
よ

る
不
戦
試
合
・
順
位
決
定
戦
・
入
替
戦
・
同
中
競
射
の
行
射

は
加
算
し
な
い
。
ま
た
、
一
試
合
に
お
け
る
射
数
は
、
試
合

の
参
加
人
数
に
か
か
わ
ら
ず
一
六
〇
射
と
す
る
。 

《
個
人
的
中
率
》 

第
七
十
四
条 

 

個
人
的
中
率
は
、
該
当
の
選
手
が
出
場
し
た
試
合
の
総
射
数 

 
 
 
 
 
 
 

で
総
的
中
数
を
除
し
、
算
出
す
る
。
そ
の
時
、
棄
権
に
よ
る 

 
 
 
 
 
 
 

不
戦
試
合
・
順
位
決
定
戦
・
入
替
戦
・
同
中
競
射
の
行
射
は 

 
 
 
 
 
 
 

加
算
し
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

ま
た
、
個
人
的
中
率
の
表
彰
資
格
を
得
る
た
め
に
は
前
述 

の
非
加
算
行
射
を
除
く
試
合
に
お
い
て
六
〇
射
以
上
の
射 

数
を
必
要
と
す
る
。 

《
男
子
リ
ー
グ
戦
個
人
的
中
記
録
会
出
場
資
格
》 

第
七
十
五
条 
 

以
下
の
条
件
に
該
当
す
る
大
学
の
選
手
の
み
記
録
会
に
参
加 

 
 
 
 
 
 
 

で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

①
相
手
校
の
棄
権
、
リ
ー
グ
・
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
不
出
場
校
の

発
生
お
よ
び
大
学
数
の
不
足
に
よ
り
、
試
合
数
が
一
試
合

以
上
三
試
合
未
満
で
あ
り
、
個
人
的
中
率
の
表
彰
資
格
を

得
ら
れ
な
い 

 
 
 
 
 
 
 

②
第
七
十
四
条
内
の
非
加
算
行
射
を
除
く
全
て
の
行
射
を
行 

っ
て
い
る
人
物 

 
 
 
 
 
 
 

③
暫
定
の
個
人
表
彰
該
当
者
と
比
較
し
、
表
彰
さ
れ
る
可
能 

 
 
 
 
 
 
 
 

性
の
あ
る
大
学
の
選
手 

 

《
東
西
対
抗
戦
出
場
資
格
》 

第
七
十
六
条 

 

①
東
西
対
抗
戦
出
場
資
格
は
、
個
人
的
中
率
の
表
彰
資
格
に

準
ず
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
的
中
率
同
率
の
選
手
が
東
西
対
抗
戦
出
場
資
格
を
争
う
場

合
は
、
二
〇
射
を
以
て
決
定
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
出
場
可
能
な
人
数
は
、
全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
の
定
め
る

と
こ
ろ
と
す
る
。 

《
リ
ー
グ
戦
期
間
中
の
練
習
試
合
に
つ
い
て
》 

第
七
十
七
条 

 

リ
ー
グ
戦
期
間
に
お
い
て
は
加
盟
校
の
道
場
で
の
練
習
試
合

を
禁
止
す
る
。
な
お
事
前
に
本
連
盟
に
申
告
し
、
本
連
盟
が

認
め
た
場
合
の
み
練
習
試
合
を
認
め
る
。 

《
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
》 

第
七
十
八
条 

 

①
男
子
リ
ー
グ
戦
Ⅰ
部―

Ⅱ
部
入
替
戦
組
合
せ
は
、
原
則
と
し

て
次
の
通
り
と
す
る
。 

一
、
Ⅰ
部
五
位―

Ⅱ
部
一
位 

 

②
Ⅱ
部―

Ⅲ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
は
、
原
則
と
し
て
次
の
通

り
と
す
る
。 
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一
、
Ⅱ
部
五
位―

Ⅲ
部
Ａ
一
位―

Ⅲ
部
Ｂ
一
位
の
三
校
三
つ

巴
戦 

 

③
男
子
リ
ー
グ
戦
Ⅲ
部―

Ⅳ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
は
、
原
則

と
し
て
次
の
通
り
と
す
る
。 

 

一
、
Ⅲ
部
Ａ
Ｂ
五
位
二
校
の
う
ち
的
中
率
下
位―

Ⅳ
部
Ａ
Ｂ

Ｃ
⼀
位
三
校
の
う
ち
的
中
率
一
位 

 
二
、
Ⅲ
部
Ａ
Ｂ
五
位
二
校
の
う
ち
的
中
率
上
位―

Ⅳ
部
Ａ
Ｂ

Ｃ
⼀
位
三
校
の
う
ち
的
中
率
二
位 

 

三
、
Ⅲ
部
Ａ
Ｂ
四
位
二
校
の
う
ち
的
中
率
下
位―

Ⅳ
部
Ａ
Ｂ

Ｃ
⼀
位
三
校
の
う
ち
的
中
率
三
位 
 

④
男
子
リ
ー
グ
戦
Ⅳ
部―
Ⅴ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
は
、
原
則

と
し
て
次
の
通
り
と
す
る
。 
 

一
、
Ⅳ
部
Ａ
Ｂ
Ｃ
五
位
三
校
の
う
ち
的
中
率
一
位―

Ⅴ
部
Ａ

Ｂ
Ｃ
一
位
三
校
の
う
ち
的
中
率
三
位  

二
、
Ⅳ
部
Ａ
Ｂ
Ｃ
五
位
三
校
の
う
ち
的
中
率
二
位―

Ⅴ
部

Ａ
Ｂ
Ｃ
一
位
三
校
の
う
ち
的
中
率
二
位  

三
、
Ⅳ
部
Ａ
Ｂ
Ｃ
五
位
三
校
の
う
ち
的
中
率
三
位―

Ⅴ
部

Ａ
Ｂ
Ｃ
一
位
三
校
の
う
ち
的
中
率
一
位  

 
  
 
  
 
 
  
 
 
 

⑤
本
連
盟
が
入
替
戦
の
具
体
的
な
組
み
合
わ
せ
を
加
盟
校
に

公
表
す
る
以
前
に
、
男
子
リ
ー
グ
戦
の
不
出
場
又
は
入
替

戦
の
棄
権
を
本
連
盟
に
連
絡
し
た
場
合
、
組
み
合
わ
せ
は

本
連
盟
が
裁
定
す
る
。
ま
た
、
そ
の
時
の
入
替
戦
の
組
み

合
わ
せ
は
、
入
替
戦
出
場
校
の
中
で
順
位
の
よ
り
高
い
大

学
が
、
順
位
が
同
じ
と
き
は
そ
の
中
で
よ
り
的
中
率
の
高

い
大
学
が
、
優
先
的
に
上
部
へ
の
残
留
・
昇
格
の
機
会
を

得
ら
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
裁
定
す
る
。  

⑥
各
入
替
戦
に
お
け
る
上
部
で
男
子
リ
ー
グ
戦
の
不
出
場
校

又
は
入
替
戦
の
棄
権
を
本
連
盟
に
連
絡
し
た
大
学
数
が
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
入
替
戦
試
合
数
を

上
回
る
と
き
、
本
連
盟
は
入
替
戦
を
、
男
子
リ
ー
グ
戦
の

不
出
場
又
は
入
替
戦
の
棄
権
を
本
連
盟
に
連
絡
し
た
上
部

の
大
学
数
に
試
合
数
が
一
致
す
る
ま
で
設
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
但
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
入
替
戦
の
組
み
合

わ
せ
の
裁
定
は
、
前
項
但
し
書
き
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

⑦
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
さ
れ
得
る
入
替
戦
数
が
入
替
戦

に
出
場
で
き
る
下
部
の
大
学
数
を
上
回
る
と
き
、
本
連
盟

は
入
替
戦
に
出
場
で
き
る
下
部
の
大
学
数
に
一
致
す
る
よ

う
に
入
替
戦
数
を
設
定
す
る
。
ま
た
、
上
部
か
ら
入
替
戦

に
出
場
す
る
大
学
は
、
前
年
度
順
位
が
低
い
大
学
を
優
先

し
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。
前
年
度
順
位
で
入
替
戦
出
場
校

が
決
定
し
な
い
と
き
、
前
年
度
的
中
率
が
低
い
大
学
を
優

先
し
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。
但
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
入
替

戦
出
場
校
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
抽
選
に

よ
り
こ
れ
を
決
定
す
る
。 

《
実
施
要
項
へ
の
委
任
》 

第
七
十
九
条 

 

そ
の
他
男
子
リ
ー
グ
戦
に
関
す
る
事
項
は
実
施
要
項
・
大
会
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要
項
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

 

第
三
節 

女
子
リ
ー
グ
戦
規
定 

《
開
催
期
日
及
び
開
催
期
間
》 

第 

八
十 

条 
 

女
子
リ
ー
グ
戦
は
年
一
回
秋
に
行
う
。
ま
た
、
女
子
リ
ー
グ

戦
期
間
は
第
一
週
の
試
合
日
の
前
日
か
ら
、
最
終
試
合
日
ま

で
と
す
る
。
な
お
、
開
催
期
間
の
開
始
日
な
ら
び
に
最
終
日

は
男
子
リ
ー
グ
戦
並
び
に
女
子
リ
ー
グ
戦
で
同
一
と
し
、
開

始
日
に
関
し
て
は
日
程
的
に
早
い
方
、
最
終
日
に
関
し
て
は

日
程
的
に
遅
い
方
と
す
る
。 

《
勝
敗
の
決
定
》 

第
八
十
一
条 

 

勝
敗
は
的
中
数
の
多
少
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

《
団
体
競
技
に
お
け
る
勝
敗
の
決
定
》 

第
八
十
二
条 

 

①
的
中
同
数
の
場
合
、
各
選
手
が
一
手
競
射
を
行
い
勝
敗
を

決
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
前
項
に
よ
っ
て
も
な
お
勝
敗
が
決
ま
ら
な
い
場
合
は
、
以

後
各
選
手
が
一
本
競
射
を
勝
敗
が
決
ま
る
ま
で
続
行
す

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
競
射
の
先
攻
・
後
攻
は
、
第
九
十
三
条
第
二
項
に
準
ず

る
。 

《
参
加
資
格
》 

第
八
十
三
条 

 

参
加
資
格
は
本
連
盟
女
子
部
に
加
盟
す
る
大
学
の
み
有
す

る
。 

《
出
場
資
格
》 

第
八
十
四
条 

 

女
子
リ
ー
グ
戦
選
手
登
録
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
に
準

ず
る
。 

《
リ
ー
グ
編
成
》 

第
八
十
五
条 

 

①
加
盟
校
は
Ⅰ
部
・
Ⅱ
部
・
Ⅲ
部
・
Ⅳ
部
・
Ⅴ
部
に
分
類

し
、
Ⅲ
部
は
Ａ
・
Ｂ
に
分
割
、
Ⅳ
・
Ⅴ
部
は
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

に
分
割
す
る
。
な
お
原
則
と
し
て
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
つ
き
五

大
学
と
す
る
。 

 
             

②
加
盟
校
は
女
子
リ
ー
グ
戦
不
出
場
を
本
連
盟
に
連
絡
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
不
出
場
を
連
絡
し
た
大
学
は
入
替
戦
に

進
む
。
不
出
場
を
連
絡
し
た
大
学
は
入
替
戦
棄
権
と
な

る
。
た
だ
し
、
リ
ー
グ
内
の
最
下
部
校
が
不
出
場
を
本
連

盟
に
連
絡
し
た
場
合
は
、
入
替
戦
に
進
ま
ず
最
下
部
最
下

位
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
新
規
加
盟
し
た
大
学
及
び
女
子
リ
ー
グ
戦
に
二
年
連
続
不

出
場
し
た
大
学
は
最
下
部
最
下
位
と
す
る
。 

④
加
盟
校
の
不
出
場
に
よ
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
の
参
加
校
数

に
他
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
二
校
以
上
の
差
が
生
じ
た
場
合
、
当

該
校
の
代
表
者
を
招
集
し
、
再
度
ブ
ロ
ッ
ク
抽
選
を
行

う
。 

⑤
前
項
に
当
て
は
ま
ら
な
い
且
つ
、
同
一
リ
ー
グ
内
で
三
試

合
に
満
た
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
当
該
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校
の
代
表
者
を
招
集
し
、
リ
ー
グ
内
で
試
合
数
が
最
大
化

で
き
る
よ
う
に
再
度
ブ
ロ
ッ
ク
抽
選
を
行
う
。 

《
ブ
ロ
ッ
ク
分
け
抽
選
会
》 

第
八
十
六
条 

 

加
盟
校
の
所
属
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
の
決
定
方
法
は
、
第
五
十
六 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

条
に
準
ず
る
。 

《
競
技
方
式
》 

第
八
十
七
条 

 

競
技
は
リ
ー
グ
方
式
に
よ
る
総
当
た
り
制
と
す
る
。 

《
試
合
方
式
》 

第
八
十
八
条 

 

①
出
場
選
手
の
定
員
は
四
名
と
す
る
。
但
し
、
出
場
選
手
が

定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
三
名
で
試
合
を
行
う
こ
と
が
出

来
る
。 

②
矢
数
は
一
選
手
一
立
四
射
で
二
〇
射
し
、
一
大
学
八
〇
射

と
す
る
。 

③
一
立
四
人
順
立
と
す
る
。 

《
試
合
会
場
》 

第
八
十
九
条 

 

①
試
合
は
原
則
と
し
て
第
三
者
の
大
学
の
道
場
を
使
用
す

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
道
場
の
貸
し
出
し
が
不
足
し
て
い
る
場
合
や
、
他
大
学
の

道
場
に
立
ち
入
れ
な
い
等
、
第
三
者
の
大
学
の
道
場
を
使

用
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
は
自
大
学
の
道
場
で
試
合

を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
自
大
学
に
道
場
が
な
い
場
合
、
ま
た
は
使
用
で
き
な
い
場

合
は
学
外
の
道
場
を
使
用
す
る
。 

《
対
戦
校
の
集
合
時
間
に
つ
い
て
》 

第 

九
十 

条 
 

原
則
下
位
校
は
附
矢
開
始
三
十
五
分
前
、
上
位
校
は
附
矢
開

始
三
十
分
前
を
目
安
に
会
場
に
到
着
す
る
こ
と
。
但
し
両
校

の
間
に
合
意
が
あ
る
場
合
は
そ
の
限
り
と
し
な
い
。 

《
立 

合
》 

第
九
十
一
条 

 

①
立
合
は
本
連
盟
が
第
三
者
を
以
て
こ
れ
を
定
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 

②
立
合
は
主
審
・
副
審
を
以
て
構
成
し
、
同
時
に
審
判
に
あ

た
る
。 

③
立
合
は
附
矢
三
十
五
分
前
ま
で
に
試
合
会
場
に
到
着
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

《
立
合
に
対
す
る
懲
戒
》 

第
九
十
二
条 

 

立
合
に
不
都
合
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
本
連
盟
は
試
合
当

事
校
・
立
合
の
双
方
か
ら
事
実
確
認
の
上
、
第
二
十
八
条
に

基
づ
い
て
立
合
校
に
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。 

《
先
攻
・
後
攻
の
決
定
》 

第
九
十
三
条 

 

①
試
合
の
先
攻
・
後
攻
は
、
矢
振
り
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

②
競
射
の
先
攻
・
後
攻
は
、
試
合
の
先
攻
・
後
攻
に
準
ず

る
。 

《
選
手
の
通
知
》 

第
九
十
四
条 

 

①
各
大
学
は
試
合
開
始
前
に
当
日
の
試
合
に
出
場
す
る
選
手

四
名
と
控
え
四
名
の
部
員
番
号
を
立
合
及
び
相
手
校
に
書

面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
知
な
く
本
座
線
を

越
え
て
入
場
し
た
場
合
、
当
該
選
手
の
矢
を
全
て
外
れ
と
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す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
選
手
交
代
の
通
知
に
つ
い
て
は
第
九
十
六
条
に
準
ず
る
。 

《
選
手
交
代
》 

第
九
十
五
条 

 

①
試
合
中
の
選
手
交
代
は
、
五
射
目
以
降
認
め
る
。 

②
立
の
途
中
で
の
選
手
交
代
は
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
選
手
交
代
で
は
立
順
の
変
更
は
認
め
な
い
。
ま
た
自
立
か

ら
他
の
立
へ
の
移
動
も
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

④
選
手
交
代
後
の
再
出
場
は
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

⑤
競
射
に
お
け
る
選
手
交
代
は
、
各
立
に
こ
れ
を
認
め
る
。 

《
選
手
交
代
の
通
知
》 

第
九
十
六
条 

 

選
手
交
代
す
る
時
に
は
、
当
該
す
る
立
が
本
座
線
を
越
え
て

入
場
す
る
前
に
立
合
及
び
相
手
校
に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
通
知
な
く
交
代
選
手
が
本
座
線
を
越
え
て
入

場
し
た
場
合
、
当
該
選
手
の
矢
を
全
て
外
れ
と
す
る
。 

《
棄 

権
》 

第
九
十
七
条 

 

①
出
場
校
が
棄
権
し
た
場
合
、
相
手
校
の
勝
利
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
、
立
合
は
相
手
校
と
協
議
の

上
、
当
該
大
学
を
棄
権
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
な

お
、
棄
権
の
最
終
決
定
は
本
連
盟
が
行
う
。 

一
、
試
合
当
日
無
断
欠
席
し
た
場
合
。 

二
、
試
合
開
始
時
刻
に
無
断
ま
た
は
正
当
な
理
由
な
く
し

て
遅
刻
し
た
場
合
。 

三
、
出
場
選
手
が
選
手
定
員
に
満
た
な
い
場
合
。 

③
正
当
な
理
由
な
く
棄
権
し
た
場
合
、
本
連
盟
は
第
二
十
八

条
に
基
づ
き
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。 

《
追
い
越
し
発
射
》 

第
九
十
八
条 

 

前
の
選
手
を
追
い
越
し
て
離
し
た
場
合
、
追
い
越
し
た
選
手

の
矢
を
外
れ
と
す
る
。
な
お
基
準
は
離
れ
と
す
る
。 

《
順
位
決
定
・
順
位
決
定
戦
・
入
替
戦
》 

第
九
十
九
条 

 

順
位
決
定
・
順
位
決
定
戦
・
入
替
戦
に
つ
い
て
は
第
六
十
九

条
・
第
七
十
・
第
七
十
一
条
に
準
ず
る
。 

《
順
位
決
定
戦
・
入
替
戦
の
方
式
》 

第
一
〇
〇
条 

 

順
位
決
定
戦
・
入
替
戦
は
リ
ー
グ
戦
と
同
様
の
方
式
に
従

う
。
但
し
三
校
に
よ
る
試
合
の
場
合
は
、
矢
振
り
に
よ
っ
て

先
攻
・
中
攻
・
後
攻
を
決
定
す
る
。
ま
た
、
五
校
に
よ
る
試

合
の
場
合
は
、
四
人
五
立
と
し
、
矢
振
り
に
よ
っ
て
先
攻
・

先
中
攻
・
中
攻
・
後
中
攻
・
後
攻
を
決
定
す
る
。 

《
出
場
校
的
中
率
》 

第
一
〇
一
条 

 

出
場
校
的
中
率
は
、
該
当
の
大
学
が
出
場
し
た
試
合
の
総
射

数
で
総
的
中
数
を
除
し
、
算
出
す
る
。
そ
の
時
、
棄
権
に
よ

る
不
戦
試
合
・
順
位
決
定
戦
・
入
替
戦
・
同
中
競
射
の
行
射

は
加
算
し
な
い
。
ま
た
、
一
試
合
に
お
け
る
射
数
は
、
試
合

の
参
加
人
数
に
か
か
わ
ら
ず
八
〇
射
と
す
る
。 

《
個
人
的
中
率
》 

第
一
〇
二
条 

 

個
人
的
中
率
は
、
該
当
の
選
手
が
出
場
し
た
試
合
の
総
射
数 

 
 
 
 
 
 
 

で
総
的
中
数
を
除
し
、
算
出
す
る
。
そ
の
時
、
棄
権
に
よ
る 
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不
戦
試
合
・
順
位
決
定
戦
・
入
替
戦
・
同
中
競
射
の
行
射
は 

 
 
 
 
 
 
 

加
算
し
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

ま
た
、
個
人
的
中
率
の
表
彰
資
格
を
得
る
た
め
に
は
前
述
の 

 
 
 
 
 
 
 

非
加
算
行
射
を
除
く
試
合
に
お
い
て
六
十
射
以
上
の
射
数
を 

 
 
 
 
 
 
 

必
要
と
す
る
。 

《
女
子
リ
ー
グ
戦
個
人
的
中
記
録
会
出
場
資
格
》 

第
一
〇
三
条 

 

以
下
の
条
件
に
該
当
す
る
大
学
の
選
手
の
み
記
録
会
に
参
加 

 
 
 
 
 
 
 

で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

①
相
手
校
の
棄
権
、
リ
ー
グ
・
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
不
出
場
校
の

発
生
お
よ
び
大
学
数
の
不
足
に
よ
り
、
試
合
数
が
一
試
合

以
上
三
試
合
未
満
で
あ
り
、
個
人
的
中
率
の
表
彰
資
格
を

得
ら
れ
な
い 

 
 
 
 
 
 
 

②
第
一
〇
二
条
内
の
非
加
算
行
射
を
除
く
全
て
の
行
射
を
行

っ
て
い
る
人
物 

 
 
 
 
 
 
 

③
暫
定
の
個
人
表
彰
該
当
者
と
比
較
し
、
表
彰
さ
れ
る
可
能 

 
 
 
 
 
 
 
 

性
の
あ
る
大
学
の
選
手 

 

《
女
子
東
西
対
抗
戦
出
場
資
格
》 

第
一
〇
四
条 

 

①
女
子
東
西
対
抗
戦
出
場
資
格
は
、
個
人
的
中
率
の
表
彰
資

格
に
準
ず
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
的
中
率
同
率
の
選
手
が
女
子
東
西
対
抗
戦
出
場
資
格
を
争

う
場
合
は
、
二
〇
射
を
以
て
決
定
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
出
場
可
能
な
人
数
は
、
全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
の
定
め
る

と
こ
ろ
と
す
る
。 

《
リ
ー
グ
戦
期
間
中
の
練
習
試
合
に
つ
い
て
》 

第
一
〇
五
条 

 

リ
ー
グ
戦
期
間
に
お
い
て
は
加
盟
校
の
道
場
で
の
練
習
試
合

を
禁
止
す
る
。
な
お
事
前
に
本
連
盟
に
申
告
し
、
本
連
盟
が

認
め
た
場
合
の
み
練
習
試
合
を
認
め
る
。 

《
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
》 

第
一
〇
六
条 

 

①
女
子
リ
ー
グ
戦
Ⅰ
部―

Ⅱ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
は
、
男

子
リ
ー
グ
戦
Ⅰ
部―

Ⅱ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
に
準
ず

る
。 

②
女
子
リ
ー
グ
戦
Ⅱ
部―

Ⅲ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
は
、
男

子
リ
ー
グ
戦
Ⅱ
部―

Ⅲ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
に
準
ず

る
。 

③
女
子
リ
ー
グ
戦
Ⅲ
部―

Ⅳ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
は
、
男

子
リ
ー
グ
戦
Ⅲ
部―

Ⅳ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
に
準
ず

る
。 

④
女
子
リ
ー
グ
戦
Ⅳ
部―

Ⅴ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
は
、
男

子
リ
ー
グ
戦
Ⅳ―

Ⅴ
部
入
替
戦
組
み
合
わ
せ
に
準
ず
る
。 

⑤
本
連
盟
が
入
替
戦
の
具
体
的
な
組
み
合
わ
せ
を
加
盟
校
に

公
表
す
る
以
前
に
、
女
子
リ
ー
グ
戦
の
不
出
場
又
は
入
替

戦
の
棄
権
を
本
連
盟
に
連
絡
し
た
場
合
、
組
み
合
わ
せ
は

本
連
盟
が
裁
定
す
る
。
ま
た
、
そ
の
時
の
入
替
戦
の
組
み

合
わ
せ
は
、
入
替
戦
出
場
校
の
中
で
順
位
の
よ
り
高
い
大

学
が
、
順
位
が
同
じ
と
き
は
そ
の
中
で
よ
り
的
中
率
の
高

い
大
学
が
、
優
先
的
に
上
部
へ
の
残
留
・
昇
格
の
機
会
を
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得
ら
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
裁
定
す
る
。  

⑥
各
入
替
戦
に
お
け
る
上
部
で
女
子
リ
ー
グ
戦
の
不
出
場
校

又
は
入
替
戦
の
棄
権
を
本
連
盟
に
連
絡
し
た
大
学
数
が
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
入
替
戦
試
合
数
を

上
回
る
と
き
、
本
連
盟
は
入
替
戦
を
、
女
子
リ
ー
グ
戦
の

不
出
場
又
は
入
替
戦
の
棄
権
を
本
連
盟
に
連
絡
し
た
上
部

の
大
学
数
に
試
合
数
が
一
致
す
る
ま
で
設
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
但
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
入
替
戦
の
組
み
合

わ
せ
の
裁
定
は
、
前
項
但
し
書
き
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

⑦
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
さ
れ
得
る
入
替
戦
数
が
入
替
戦

に
出
場
で
き
る
下
部
の
大
学
数
を
上
回
る
と
き
、
本
連
盟

は
入
替
戦
に
出
場
で
き
る
下
部
の
大
学
数
に
一
致
す
る
よ

う
に
入
替
戦
数
を
設
定
す
る
。
ま
た
、
上
部
か
ら
入
替
戦

に
出
場
す
る
大
学
は
、
前
年
度
順
位
が
低
い
大
学
を
優
先

し
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。
前
年
度
順
位
で
入
替
戦
出
場
校

が
決
定
し
な
い
と
き
、
前
年
度
的
中
率
が
低
い
大
学
を
優

先
し
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。
但
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
入
替

戦
出
場
校
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
抽
選
に

よ
り
こ
れ
を
決
定
す
る
。 

《
実
施
要
項
へ
の
委
任
》 

第
一
〇
七
条 

 

そ
の
他
女
子
リ
ー
グ
戦
に
関
す
る
事
項
は
実
施
要
項
・
大
会

要
項
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

 
第
四
節 

男
子
新
人
戦
規
定 

《
開
催
期
日
及
び
開
催
期
間
》 

第
一
〇
八
条 

 

男
子
新
人
戦
は
年
一
回
春
に
行
う
。
ま
た
、
男
子
新
人
戦
期

間
は
第
一
週
の
試
合
日
の
前
日
か
ら
、
最
終
試
合
日
ま
で
と

す
る
。 

《
勝
敗
の
決
定
》 

第
一
〇
九
条 

 

勝
敗
は
的
中
数
の
多
少
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

《
団
体
競
技
に
お
け
る
勝
敗
の
決
定
》 

第
一
一
〇
条 

 

①
的
中
同
数
の
場
合
、
各
選
手
が
一
手
競
射
を
行
い
、
勝
敗

を
決
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
前
項
に
よ
っ
て
も
な
お
勝
敗
が
決
ま
ら
な
い
場
合
は
、
以

後
各
選
手
が
一
本
競
射
を
勝
敗
が
決
ま
る
ま
で
続
行
す

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
競
射
の
先
攻
・
後
攻
は
、
第
一
二
一
条
第
二
項
に
準
ず

る
。 

《
参
加
資
格
》 

第
一
一
一
条 

 

①
参
加
資
格
は
本
連
盟
に
加
盟
す
る
大
学
の
み
有
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
一
大
学
二
チ
ー
ム
ま
で
参
加
を
認
め
る
。 

《
出
場
資
格
》 

第
一
一
二
条 

 

①
男
子
リ
ー
グ
戦
・
女
子
リ
ー
グ
戦
に
出
場
し
た
選
手
は
、

男
子
新
人
戦
に
出
場
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
お
順
位

決
定
戦
・
入
替
戦
に
出
場
し
た
選
手
も
同
様
と
す
る
。 
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②
一
大
学
二
チ
ー
ム
参
加
す
る
場
合
、
選
手
は
ど
ち
ら
か
一

方
の
チ
ー
ム
の
み
出
場
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

《
選
手
登
録
》 

第
一
一
三
条 

 

①
参
加
大
学
は
本
連
盟
が
指
定
し
た
日
時
ま
で
に
出
場
選
手

を
選
手
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
選
手
登
録
が
さ
れ
て
い
な
い
選
手
が
出
場
し
た
場
合
、
当

該
選
手
の
矢
は
全
て
外
れ
と
す
る
。 

③
一
大
学
二
チ
ー
ム
参
加
す
る
場
合
、
選
手
は
ど
ち
ら
か
一

方
の
み
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

《
女
子
の
選
手
に
つ
い
て
》 

第
一
一
四
条 

 

①
男
子
新
人
戦
に
は
女
子
の
出
場
も
可
能
と
し
、
女
子
出
場

人
数
の
上
限
は
設
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
男
子
新
人
戦
に
選
手
登
録
さ
れ
た
女
子
の
選
手
は
女
子
新

人
戦
に
選
手
登
録
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。 

《
競
技
方
式
》 

第
一
一
五
条 

 

競
技
は
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
と
す
る
。 

《
試
合
方
式
》 

第
一
一
六
条 

 

①
出
場
選
手
の
定
員
は
六
名
と
す
る
。
但
し
、
出
場
選
手
が

定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
五
名
ま
た
は
四
名
で
試
合
を
行

う
こ
と
が
出
来
る
。 

②
矢
数
は
一
選
手
一
立
四
射
で
二
〇
射
し
、
一
チ
ー
ム
一
二

〇
射
と
す
る
。 

③
一
立
六
人
順
立
と
す
る
。 

《
試
合
会
場
》 

第
一
一
七
条 

 

①
試
合
は
原
則
と
し
て
第
三
者
の
大
学
の
道
場
を
使
用
す

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
道
場
の
貸
し
出
し
が
不
足
し
て
い
る
場
合
や
、
他
大
学
の

道
場
に
立
ち
入
れ
な
い
等
、
第
三
者
の
大
学
の
道
場
を
使

用
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
は
自
大
学
の
道
場
で
試
合

を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
自
大
学
に
道
場
が
な
い
場
合
、
ま
た
は
使
用
で
き
な
い
場

合
は
学
外
の
道
場
を
使
用
す
る
。 

《
対
戦
校
の
集
合
時
間
に
つ
い
て
》 

第
一
一
八
条 

 

原
則
下
位
校
は
附
矢
開
始
三
十
五
分
前
、
上
位
校
は
附
矢
開

始
三
十
分
前
を
目
安
に
会
場
に
到
着
す
る
こ
と
。
但
し
両
校

の
間
に
合
意
が
あ
る
場
合
は
そ
の
限
り
と
し
な
い
。 

《
立 

合
》 

第
一
一
九
条 

 

①
立
合
は
本
連
盟
が
第
三
者
を
以
て
こ
れ
を
定
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 

②
立
合
は
主
審
・
副
審
を
以
て
構
成
し
、
同
時
に
審
判
に
あ

た
る
。 

③
立
合
は
附
矢
三
十
五
分
前
ま
で
に
試
合
会
場
に
到
着
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

《
立
合
に
対
す
る
懲
戒
》 

第
一
二
〇
条 

 

立
合
に
不
都
合
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
本
連
盟
は
試
合
当

事
校
・
立
合
の
双
方
か
ら
事
実
確
認
の
上
、
第
二
十
八
条
に

基
づ
い
て
立
合
校
に
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。 
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《
先
攻
・
後
攻
の
決
定
》 

第
一
二
一
条 

 

①
試
合
の
先
攻
・
後
攻
は
、
矢
振
り
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

②
競
射
の
先
攻
・
後
攻
は
、
試
合
の
先
攻
・
後
攻
に
準
ず

る
。 

《
控
え
に
つ
い
て
》 

第
一
二
二
条 

 
控
え
の
人
数
は
無
制
限
と
す
る
。 

《
選
手
の
通
知
》 

第
一
二
三
条 

 

①
各
大
学
は
試
合
開
始
前
に
当
日
の
試
合
に
出
場
す
る
選
手

六
名
の
部
員
番
号
を
立
合
及
び
相
手
校
に
書
面
で
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
知
な
く
出
場
し
た
場
合
、
当
該

選
手
の
矢
を
全
て
外
れ
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
選
手
交
代
の
通
知
に
つ
い
て
は
第
一
二
五
条
に
準
ず
る
。 

《
選
手
交
代
》 

第
一
二
四
条 

 

①
試
合
中
の
選
手
交
代
は
、
五
射
目
以
降
認
め
る
。 

②
立
の
途
中
で
の
選
手
交
代
は
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
選
手
交
代
で
は
立
順
の
変
更
は
認
め
な
い
。
ま
た
自
立
か

ら
他
の
立
へ
の
移
動
も
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

④
選
手
交
代
後
の
再
出
場
は
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

⑤
競
射
に
お
け
る
選
手
交
代
は
、
各
立
に
こ
れ
を
認
め
る
。 

《
選
手
交
代
の
通
知
》 

第
一
二
五
条 

 

選
手
交
代
す
る
時
に
は
、
当
該
す
る
立
が
本
座
線
を
越
え
て

入
場
す
る
前
に
立
合
及
び
相
手
校
に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
通
知
な
く
交
代
選
手
が
本
座
線
を
越
え
て
入

場
し
た
場
合
、
当
該
選
手
の
矢
を
外
れ
と
す
る
。 

《
棄 

権
》 

第
一
二
六
条 

 

①
出
場
校
が
棄
権
し
た
場
合
、
相
手
校
の
勝
利
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
、
立
合
は
相
手
校
と
協
議
の

上
、
当
該
大
学
を
棄
権
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
な

お
、
棄
権
の
最
終
決
定
は
本
連
盟
が
行
う
。 

一
、
試
合
当
日
無
断
欠
席
し
た
場
合
。 

二
、
試
合
開
始
時
刻
に
無
断
ま
た
は
正
当
な
理
由
な
く
し

て
遅
刻
し
た
場
合
。 

三
、
出
場
選
手
が
選
手
定
員
に
満
た
な
い
場
合
。 

③
正
当
な
理
由
な
く
棄
権
し
た
場
合
、
本
連
盟
は
第
二
十
八

条
に
基
づ
き
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。 

《
追
い
越
し
発
射
》 

第
一
二
七
条 

 

前
の
選
手
を
追
い
越
し
て
離
し
た
場
合
、
追
い
越
し
た
選
手

の
矢
を
外
れ
と
す
る
。
な
お
基
準
は
離
れ
と
す
る
。 

 

《
新
人
戦
期
間
中
の
練
習
試
合
に
つ
い
て
》 

第
一
二
八
条 

 

①
男
子
新
人
戦
に
出
場
す
る
大
学
は
男
子
新
人
戦
期
間
中
の

練
習
試
合
を
原
則
禁
止
と
す
る
。 

②
本
連
盟
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
本
連
盟
に
連
絡
し
許
可
さ

れ
た
場
合
の
み
、
練
習
試
合
を
認
め
る
。 

《
実
施
要
項
へ
の
委
任
》 

第
一
二
九
条 

 

そ
の
他
男
子
新
人
戦
に
関
す
る
事
項
は
実
施
要
項
・
大
会
要
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項
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

 

第
五
節 

女
子
新
人
戦
規
定 

《
開
催
期
日
及
び
開
催
期
間
》 

第
一
三
〇
条 

 
女
子
新
人
戦
は
年
一
回
春
に
行
う
。
ま
た
、
女
子
新
人
戦
期

間
は
第
一
週
の
試
合
日
の
前
日
か
ら
、
最
終
試
合
日
ま
で
と

す
る
。 

《
勝
敗
の
決
定
》 

第
一
三
一
条 

 

勝
敗
は
的
中
数
の
多
少
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

《
団
体
競
技
に
お
け
る
勝
敗
の
決
定
》 

第
一
三
二
条 

 

①
的
中
同
数
の
場
合
、
各
選
手
が
一
手
競
射
を
行
い
勝
敗
を

決
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
前
項
に
よ
っ
て
も
な
お
勝
敗
が
決
ま
ら
な
い
場
合
は
、
以

後
各
選
手
が
一
本
競
射
を
勝
敗
が
決
ま
る
ま
で
続
行
す

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
競
射
の
先
攻
・
後
攻
は
、
第
一
四
二
条
第
二
項
に
準
ず

る
。 

《
参
加
資
格
》 

第
一
三
三
条 
 

①
参
加
資
格
は
本
連
盟
女
子
部
に
加
盟
す
る
大
学
が
有
す
る

が
、
女
子
部
に
加
盟
し
て
い
な
い
大
学
の
参
加
も
認
め

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
一
大
学
二
チ
ー
ム
ま
で
参
加
を
認
め
る
。 

《
出
場
資
格
》 

第
一
三
四
条 

 

①
女
子
リ
ー
グ
戦
に
出
場
し
た
選
手
は
、
男
子
新
人
戦
、
女

子
新
人
戦
に
出
場
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
お
、
順
位

決
定
戦
・
入
替
戦
に
出
場
し
た
選
手
も
同
様
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
一
大
学
二
チ
ー
ム
参
加
す
る
場
合
、
選
手
は
ど
ち
ら
か
一

方
の
チ
ー
ム
の
み
出
場
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

《
選
手
登
録
》 

第
一
三
五
条 

 

女
子
新
人
戦
選
手
登
録
に
つ
い
て
は
、
第
一
一
三
条
に
準
ず

る
。 

《
競
技
方
式
》 

第
一
三
六
条 

 

競
技
は
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
と
す
る
。 

《
試
合
方
式
》 

第
一
三
七
条 

 

①
出
場
選
手
の
定
員
は
四
名
と
す
る
。
但
し
、
出
場
選
手
が

定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
三
名
で
試
合
を
行
う
こ
と
が
出

来
る
。 

②
矢
数
は
一
選
手
一
立
四
射
で
二
〇
射
し
、
一
チ
ー
ム
八
〇

射
と
す
る
。 

③
一
立
四
人
順
立
と
す
る
。 

《
試
合
会
場
》 

第
一
三
八
条 

 

①
試
合
は
原
則
と
し
て
第
三
者
の
大
学
の
道
場
を
使
用
す

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
道
場
の
貸
し
出
し
が
不
足
し
て
い
る
場
合
や
、
他
大
学
の

道
場
に
立
ち
入
れ
な
い
等
、
第
三
者
の
大
学
の
道
場
を
使
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用
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
は
自
大
学
の
道
場
で
試
合

を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
自
大
学
に
道
場
が
な
い
場
合
、
ま
た
は
使
用
で
き
な
い
場

合
は
学
外
の
道
場
を
使
用
す
る
。 

《
対
戦
校
の
集
合
時
間
に
つ
い
て
》 

第
一
三
九
条 

 
原
則
下
位
校
は
附
矢
開
始
三
十
五
分
前
、
上
位
校
は
附
矢 

開
始
三
十
分
前
を
目
安
に
会
場
に
到
着
す
る
こ
と
。
た
だ 

 
 
 
 
 
 
 

し
両
校
の
間
に
合
意
が
あ
る
場
合
は
そ
の
限
り
と
し
な
い
。 

《
立 

合
》 

第
一
四
〇
条 

 

①
立
合
は
本
連
盟
が
第
三
者
を
以
て
こ
れ
を
定
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 

②
立
合
は
主
審
・
副
審
を
以
て
構
成
し
、
同
時
に
審
判
に
あ

た
る
。 

③
立
合
は
附
矢
三
十
五
分
前
ま
で
に
試
合
会
場
に
到
着
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

《
立
合
に
対
す
る
懲
戒
》 

第
一
四
一
条 

 

立
合
に
不
都
合
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
本
連
盟
は
試
合
当

事
校
・
立
合
の
双
方
か
ら
事
実
確
認
の
上
、
第
二
十
八
条
に

基
づ
い
て
立
合
校
に
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。 

《
先
攻
・
後
攻
の
決
定
》 

第
一
四
二
条 
 

①
試
合
の
先
攻
・
後
攻
は
、
矢
振
り
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

②
競
射
の
先
攻
・
後
攻
は
、
試
合
の
先
攻
・
後
攻
に
準
ず
る
。 

《
控
え
に
つ
い
て
》 

第
一
四
三
条 

 

控
え
の
人
数
は
無
制
限
と
す
る
。 

《
選
手
の
通
知
》 

第
一
四
四
条 

 

①
各
大
学
は
試
合
開
始
前
に
当
日
の
試
合
に
出
場
す
る
選
手

四
名
の
部
員
番
号
を
立
合
及
び
相
手
校
に
書
面
で
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
知
な
く
出
場
し
た
場
合
、
当
該

選
手
の
矢
を
全
て
外
れ
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
選
手
交
代
の
通
知
に
つ
い
て
は
第
一
四
六
条
に
従
い
、
五

射
目
よ
り
選
手
交
代
を
認
め
る
。 

《
選
手
交
代
》 

第
一
四
五
条 

 

①
試
合
中
の
選
手
交
代
は
、
五
射
目
以
降
認
め
る
。 

②
立
の
途
中
で
の
選
手
交
代
は
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
選
手
交
代
で
は
立
順
の
変
更
は
認
め
な
い
。
ま
た
自
立
か

ら
他
の
立
へ
の
移
動
も
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

④
選
手
交
代
後
の
再
出
場
は
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

⑤
競
射
に
お
け
る
選
手
交
代
は
、
各
立
に
こ
れ
を
認
め
る
。 

《
選
手
交
代
の
通
知
》 

第
一
四
六
条 

 

選
手
交
代
す
る
時
に
は
、
当
該
す
る
立
が
本
座
線
を
越
え
て

入
場
す
る
前
に
立
合
及
び
相
手
校
に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
通
知
な
く
交
代
選
手
が
本
座
線
を
越
え
て
入

場
し
た
場
合
、
当
該
選
手
の
矢
を
外
れ
と
す
る
。 

《
棄 

権
》 

第
一
四
七
条 

 

①
出
場
校
が
棄
権
し
た
場
合
、
相
手
校
の
勝
利
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
、
立
合
は
相
手
校
と
協
議
の

上
、
当
該
大
学
を
棄
権
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
な
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お
、
棄
権
の
最
終
決
定
は
本
連
盟
が
行
う
。 

一
、
試
合
当
日
無
断
欠
席
し
た
場
合
。 

二
、
試
合
開
始
時
刻
に
無
断
ま
た
は
正
当
な
理
由
な
く
し

て
遅
刻
し
た
場
合
。 

三
、
出
場
選
手
が
選
手
定
員
に
満
た
な
い
場
合
。 

③
正
当
な
理
由
な
く
棄
権
し
た
場
合
、
本
連
盟
は
第
二
十
八

条
に
基
づ
き
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。 

《
追
い
越
し
発
射
》 

第
一
四
八
条 

 

前
の
選
手
を
追
い
越
し
て
離
し
た
場
合
、
追
い
越
し
た
選
手

の
矢
を
外
れ
と
す
る
。
な
お
基
準
は
離
れ
と
す
る
。 

《
女
子
新
人
戦
期
間
中
の
練
習
試
合
に
つ
い
て
》 

第
一
四
九
条 

 

①
女
子
新
人
戦
に
出
場
す
る
大
学
は
女
子
新
人
戦
期
間
中
の

練
習
試
合
を
原
則
禁
止
と
す
る
。 

②
本
連
盟
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
本
連
盟
に
連
絡
し
許
可
さ

れ
た
場
合
の
み
、
練
習
試
合
を
認
め
る
。 

 

《
実
施
要
項
へ
の
委
任
》 

第
一
五
〇
条 

 

そ
の
他
女
子
新
人
戦
に
関
す
る
事
項
は
実
施
要
項
・
大
会
要

項
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

    
第
六
節 

百
射
会
規
定 

《
開
催
期
日
》 

第
一
五
一
条 

 

百
射
会
は
年
一
回
春
に
行
う
。 

《
勝
敗
の
決
定
》 

第
一
五
二
条 

 

順
位
は
的
中
数
の
多
少
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
優
勝
者
が
同

中
の
場
合
は
連
中
数
に
よ
り
決
定
し
、
連
中
数
も
等
し
い
場

合
に
は
前
述
の
連
中
数
を
よ
り
早
く
達
成
し
た
者
を
優
勝
者

と
す
る
。
こ
の
基
準
達
成
が
同
時
の
場
合
の
み
射
詰
競
射
に

て
優
勝
者
を
決
定
す
る
。 

《
参
加
資
格
》 

第
一
五
三
条 

 

参
加
資
格
は
本
連
盟
に
加
盟
す
る
大
学
に
限
る
も
の
と
す

る
。 

《
出
場
資
格
》 

第
一
五
四
条 

 

①
百
射
会
の
出
場
資
格
は
、
原
則
と
し
て
各
大
学
一
名
が
有

す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
但
し
立
に
余
り
が
生
じ
た
場
合
、
前
年
度
の
百
射
会
上
位

の
大
学
か
ら
順
に
最
大
で
一
名
ま
で
の
追
加
を
認
め
る
。

そ
の
際
、
同
順
位
の
場
合
は
連
中
数
の
多
い
者
を
上
位
と

み
な
す
。 

《
選
手
登
録
》 

第
一
五
五
条 

 

①
参
加
大
学
は
本
連
盟
が
指
定
し
た
日
時
ま
で
に
出
場
選
手

を
選
手
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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②
選
手
登
録
の
締
切
り
以
降
、
選
手
変
更
は
原
則
認
め
な
い 

《
試
合
方
式
》 

第
一
五
六
条 

 

①
一
選
手
一
立
四
射
で
百
射
と
し
、
立
射
、
射
込
み
形
式
と

す
る
。 

②
一
、
一
立
の
制
限
時
間
は
五
分
と
す
る
。 

二
、
弦
が
切
れ
た
場
合
等
、
射
場
審
判
が
必
要
と
し
た
場

合
の
み
一
分
間
の
延
長
を
認
め
る
。 

《
実
施
要
項
へ
の
委
任
》 

第
一
五
七
条 

 

そ
の
他
百
射
会
に
関
す
る
事
項
は
実
施
要
項
・
大
会
要
項
に

よ
っ
て
定
め
る
。 

 

第
七
節 

記
録
会
規
定 

《
開
催
期
日
》 

第
一
五
八
条 

 

記
録
会
は
年
一
回
春
に
行
う
。 

《
勝
敗
の
決
定
》 

第
一
五
九
条 

 

順
位
は
的
中
数
の
多
少
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
優
勝
者
が
同

中
の
場
合
は
連
中
数
に
よ
り
決
定
し
、
連
中
数
も
等
し
い
場

合
に
は
前
述
の
連
中
数
を
よ
り
早
く
達
成
し
た
者
を
優
勝
者

と
す
る
。
こ
の
基
準
達
成
が
同
時
の
場
合
の
み
射
詰
競
射
に

て
優
勝
者
を
決
定
す
る
。 

《
参
加
資
格
》 

第
一
六
〇
条 

 

参
加
資
格
は
本
連
盟
女
子
部
に
加
盟
す
る
大
学
に
限
る
も
の

と
す
る
。 

《
出
場
資
格
》 

第
一
六
一
条 

 

①
記
録
会
の
出
場
資
格
は
、
原
則
と
し
て
各
大
学
一
名
が
有

す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
但
し
立
に
余
り
が
生
じ
た
場
合
、
前
年
度
の
記
録
会
上
位

の
大
学
か
ら
順
に
最
大
で
二
名
ま
で
の
追
加
を
認
め
る
。

そ
の
際
、
同
順
位
の
場
合
は
連
中
数
の
多
い
者
を
上
位
と

み
な
す
。 

《
選
手
登
録
》 

第
一
六
二
条 

 

①
参
加
大
学
は
本
連
盟
が
指
定
し
た
日
時
ま
で
に
出
場
選
手

を
選
手
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
選
手
登
録
の
締
切
り
以
降
、
選
手
変
更
は
原
則
認
め
な
い 

《
試
合
方
式
》 

第
一
六
三
条 

 

①
一
選
手
一
立
四
射
で
六
〇
射
と
し
、
立
射
、
射
込
み
形
式

と
す
る
。 

②
一
、
一
立
の
制
限
時
間
は
五
分
と
す
る
。 

二
、
弦
が
切
れ
た
場
合
等
、
射
場
審
判
が
必
要
と
し
た
場

合
の
み
一
分
間
の
延
長
を
認
め
る
。 

《
実
施
要
項
へ
の
委
任
》 

第
一
六
四
条 

 

そ
の
他
記
録
会
に
関
す
る
事
項
は
実
施
要
項
・
大
会
要
項
に

よ
っ
て
定
め
る
。 
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第
八
節 

全
関
東
学
生
弓
道
選
手
権
大
会
規
定 

《
開
催
期
日
》 

第
一
六
五
条 

 

全
関
東
学
生
弓
道
選
手
権
大
会
は
年
一
回
春
に
行
う
。 

《
勝
敗
の
決
定
》 

第
一
六
六
条 

 
勝
敗
は
的
中
数
の
多
少
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。 

《
団
体
競
技
に
お
け
る
勝
敗
の
決
定
》 

第
一
六
七
条 

 

①
的
中
同
数
の
場
合
、
各
選
手
が
一
手
競
射
を
行
い
、
勝
敗

を
決
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
前
項
に
よ
っ
て
も
な
お
勝
敗
が
決
ま
ら
な
い
場
合
は
、
以

後
各
選
手
が
一
本
競
射
を
勝
敗
が
決
ま
る
ま
で
続
行
す

る
。 

《
参
加
資
格
》 

第
一
六
八
条 

 

①
参
加
資
格
は
本
連
盟
及
び
関
東
学
生
弓
道
連
盟
に
加
盟
す

る
大
学
が
有
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
女
子
団
体
戦
に
は
、
女
子
部
に
加
盟
し
て
い
な
い
大
学
の

参
加
を
認
め
る
。 

《
出
場
停
止
処
分
》 

第
一
六
九
条 

 

大
会
の
運
営
に
支
障
を
き
た
す
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
ま
た

学
生
に
あ
る
ま
じ
き
不
都
合
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
団

体
・
個
人
に
関
わ
ら
ず
本
連
盟
の
裁
量
に
お
い
て
当
該
大
学

に
対
し
懲
戒
処
分
を
行
う
。 

 

《
選
手
登
録
》 

第
一
七
〇
条 

 

①
参
加
大
学
は
本
連
盟
が
指
定
し
た
日
時
ま
で
に
出
場
選
手

を
選
手
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
選
手
登
録
が
さ
れ
て
い
な
い
選
手
が
出
場
し
た
場
合
、
当

該
選
手
の
矢
は
全
て
外
れ
と
す
る
。 

《
男
子
団
体
戦
》 

第
一
七
一
条 

 

本
連
盟
委
員
長
が
事
情
あ
り
と
認
め
た
場
合
、
男
子
団
体
戦

へ
の
女
子
出
場
を
二
名
ま
で
可
能
と
す
る
。
な
お
、
男
子
と

し
て
参
加
し
た
女
子
は
女
子
団
体
戦
に
出
場
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
但
し
個
人
戦
に
つ
い
て
は
女
子
と
し
て
扱
う
こ
と

と
す
る
。 

《
競
技
方
式
》 

第
一
七
二
条 

 

本
大
会
で
は
、
男
子
団
体
戦
・
男
子
個
人
戦
・
女
子
団
体

戦
・
女
子
個
人
戦
を
行
う
。 

《
試
合
方
式
》 

第
一
七
三
条 

 

①
男
子
団
体
戦
は
次
の
規
定
を
以
て
行
う
。 

一
、
出
場
選
手
の
定
員
は
六
名
と
す
る
。
但
し
、
出
場
選

手
が
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
五
名
ま
た
は
四
名
で

試
合
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。 

二
、
矢
数
は
一
選
手
一
立
四
射
し
、
一
大
学
二
十
四
射
と

す
る
。 

三
、
試
合
方
法
は
次
の
方
法
に
依
る
。 

 
 
 
 

イ
、
予
選
上
位
二
十
四
大
学
を
通
過
と
す
る
。 
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ロ
、
決
勝
は
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
で
行
う
。
な
お
予

選
上
位
八
大
学
を
シ
ー
ド
と
す
る
。 

 
 
 
 

ハ
、
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
は
坐
射
で
行
う
。 

 
 

四
、
イ
、
一
立
の
制
限
時
間
は
九
分
半
と
す
る
。
但
し
準

決
勝
戦
以
降
と
同
中
競
射
に
お
い
て
は
制
限
時

間
を
設
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

ロ
、
弦
が
切
れ
た
場
合
等
、
射
場
審
判
が
必
要
と
認

め
た
場
合
の
み
制
限
時
間
の
一
分
間
の
延
長
を

認
め
る
。 

②
女
子
団
体
戦
は
次
の
規
定
を
以
て
行
う
。 

一
、
出
場
選
手
の
定
員
は
三
名
と
す
る
。
但
し
、
出
場
選

手
が
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
二
名
で
試
合
を
行
う

こ
と
が
出
来
る
。 

二
、
矢
数
は
一
選
手
一
立
四
射
し
、
一
大
学
十
二
射
と
す

る
。 

三
、
試
合
方
法
は
次
の
方
法
に
依
る
。 

 
 
 
 

イ
、
予
選
上
位
二
十
四
大
学
を
通
過
と
す
る
。 

 
 
 
 

ロ
、
決
勝
は
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
で
行
う
。
な
お
予

選
上
位
八
大
学
を
シ
ー
ド
と
す
る
。 

ハ
、
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
は
坐
射
で
行
う
。 

 
 

四
、
イ
、
一
立
の
制
限
時
間
は
六
分
と
す
る
。
但
し
準
決

勝
戦
以
降
と
同
中
競
射
に
お
い
て
は
制
限
時
間

を
設
け
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

ロ
、
弦
が
切
れ
た
場
合
等
、
射
場
審
判
が
必
要
と
認

め
た
場
合
の
み
制
限
時
間
の
一
分
間
の
延
長
を

認
め
る
。 

③
男
子
個
人
戦
は
次
の
規
定
を
以
て
行
う
。 

一
、
第
一
次
予
選 

一
手
一
中
以
上
通
過 

二
、
第
二
次
予
選 

四
射
皆
中
通
過 

三
、
射
詰 

但
し
、
四
本
目
よ
り
約
二
四
・
二
セ
ン
チ

（
八
寸
）
的
と
し
、
星
は
八
・
一
セ
ン
チ
（
二
寸
八

分
）
と
す
る
。 

④
女
子
個
人
戦
は
次
の
規
定
を
以
て
行
う
。 

一
、
第
一
次
予
選 

四
射
二
中
以
上
通
過 

二
、
第
二
次
予
選 

一
手
皆
中
通
過 

三
、
射
詰 

但
し
、
四
本
目
よ
り
約
二
四
・
二
セ
ン
チ

（
八
寸
）
的
と
し
、
星
は
八
・
一
セ
ン
チ
（
二
寸
八

分
）
と
す
る
。 

《
選
手
交
代
》 

第
一
七
四
条 

 

①
予
選
同
中
競
射
の
際
の
交
代
は
こ
れ
を
認
め
る
。
ま
た
一

本
競
射
に
移
る
際
の
交
代
も
こ
れ
を
認
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
で
は
予
選
の
立
順
と
は
関
係
な
く
立

順
を
登
録
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン

ト
で
は
一
回
戦
か
ら
優
勝
決
定
戦
ま
で
各
立
で
の
選
手
交

代
を
認
め
る
。
但
し
、
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
開
始
後
に
交
代
し

た
選
手
の
再
出
場
及
び
立
順
移
動
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。
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ま
た
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
の
同
中
競
射
に
お
け
る
選
手
交

代
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

③
選
手
交
代
は
当
該
立
が
本
座
に
進
む
ま
で
に
済
ま
せ
る
こ

と
。
競
射
の
場
合
に
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。 

《
棄 

権
》 

第
一
七
五
条 

 
①
団
体
戦
に
お
い
て
、
第
一
控
え
に
進
む
際
に
立
が
揃
わ
な

い
場
合
、
そ
の
時
点
で
着
席
し
て
い
る
選
手
以
外
の
出
場

を
認
め
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

②
個
人
戦
に
お
い
て
、
自
身
が
属
す
る
立
が
本
座
に
進
ん
だ

後
に
遅
れ
て
出
場
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。 

《
追
い
越
し
発
射
》 

第
一
七
六
条 

 

前
の
選
手
を
追
い
越
し
て
離
し
た
場
合
、
追
い
越
し
た
選
手

の
矢
を
外
れ
と
す
る
。
な
お
基
準
は
離
れ
と
す
る
。 

《
実
施
要
項
へ
の
委
任
》 

第
一
七
七
条 

 

そ
の
他
本
大
会
に
関
す
る
事
項
は
実
施
要
項
・
大
会
要
項
に

よ
っ
て
定
め
る
。 

《
緊
急
事
態
条
項
》 

第
一
七
八
条 

 

四
九
条
か
ら
一
七
七
条
に
つ
い
て
、
天
災
そ
の
他
の
事
情
に

つ
き
一
般
社
会
生
活
が
営
め
な
い
程
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
、

通
常
の
大
会
運
営
が
不
可
能
で
あ
る
と
委
員
長
が
判
断
し
た

場
合
、
大
会
実
施
要
項
を
優
先
す
る
。 

 



 

平
成
二
十
六
年
九
月
改
正 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
改
正 

平
成
二
十
七
年
九
月
改
正 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
改
正 

平
成
二
十
八
年
九
月
改
正 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
改
正 

平
成
二
十
九
年
九
月
改
正 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
改
正 

平
成
三
十
年
九
月
改
正 

平
成
三
十
年
十
二
月
改
正 

令
和
元
年
十
二
月
改
正 

令
和
二
年
九
月
改
正 

令
和
三
年
一
月
改
正 

令
和
四
年
九
月
改
正 

令
和
四
年
十
二
月
改
正 

令
和
五
年
八
月
改
正 

令
和
五
年
十
二
月
改
正 

令
和
六
年
一
月
改
正 

令
和
六
年
八
月
改
正 

令
和
六
年
十
二
月
改
正 

令
和
七
年
八
月
改
正 

令
和
七
年
十
二
月
改
正 


